
1111１１１１．．．．特特特特許許許許特特特特別別別別会会会会計計計計    

（（11））概概要要  
 

特許特別会計は、技術進歩に伴う審査内容の高度化や出願件数の増加等により、審査期間が長

期化していた状況の下、受益と負担の関係を明確にしつつ、技術革新に併せて不断に特許事務が

高度化される体制を構築し、財源としての手数料等の適切な改定を行う観点から昭和 59 年に設

置された特別会計です。なお、一部業務についてはアウトソーシングが行われています。 

 

特特許許特特別別会会計計のの仕仕組組みみ  
  

特許特別会計では、出願人から出願料、審査請求料、特許料等を徴収し、審査・審判を行い、

また権利の登録等の事務を行うために必要な人件費、審査・審判関係費等に支出しています。 

なお、特許特別会計は、収支相償の下で運営されており、これまで一般会計に依存したこと

はありません。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（（22））具具体体的的なな事事業業のの内内容容  
 

特許特別会計は、特許等工業所有権に関する事務の遂行に資するとともに、その経理を明確に

するため、特別会計を設置し、一般会計と区分して経理しているものです。 

令和６年度予算においては、歳出削減を徹底しつつ、知財活動を支える世界最速・最高品質の

審査体制の確保に取り組むとともに、イノベーション創出・経営力強化に向けた知財活動を重点

的に支援しています。 

 

(ア) 知財活動を支える世界最速・最高品質の審査体制 

世界最速・最高品質の審査を実現するため、審査業務等の充実化、システムの効率化を図

ります。 

(a) 先行技術調査の充実化等による世界最速・最高品質の審査の実現 

(b) 情報システム刷新及び運用の効率化を徹底  

出願料、審査請求料、特許料 

 

(イ) イノベーション創出・経営力強化のための知財活用支援 

スタートアップ・大学・中小企業等のイノベーション創出・経営力強化に向けた知財活用

の支援を拡充・強化します。 

(a) 研究成果の社会実装を支える知財活用支援策の拡充  

(b) 地域の実情・ニーズに即したワンストップでの知財経営支援体制・施策の強化 

 

 
 

（（３３））特特別別会会計計のの現現状状    
 

①①  歳歳入入歳歳出出予予算算（（令令和和６６年年度度当当初初予予算算））  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○○歳歳入入総総額額、、歳歳出出総総額額、、（（参参考考））歳歳出出純純計計額額                       （単位：億円） 

歳歳入入総総額額  歳歳出出総総額額  （（参参考考））歳歳出出純純計計額額  

2,369（＋188） 1,521（＋67） 1,519（＋67） 

 

 

 

 

 

 

 

【 歳出 】 

 

 

（単位：億円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 歳入 】 

（注）歳入歳出差額が、848 億円あります。これは、歳出予算では当年度の審査・審判等に要する費用を計上

する一方で、歳入予算には、特許審査の効率化・迅速化や情報システムに係る設備投資等、今後見込まれ

る支出に充当すべく確保している前年度末の剰余金を繰り入れて計上していることによるものです。  
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○○歳歳入入・・歳歳出出のの内内容容                                                         （単位：億円） 

（歳入） 

内内容容  額額  説説明明（（増増減減要要因因））  

特許料等収入 1,538（＋23） 出願料、審査請求料、特許料等の収入見込額 

他会計より受入 1（▲18） 工業所有権に関する事務並びに登録免許税の納付確認、課税

標準及び税額の認定の事務に要する経費の財源に充てるた

めの一般会計からの受入見込額 

独立行政法人納付金

収入 

40（＋皆増） （独）工業所有権情報・研修館から納付される納付金の受入

見込額 

 

雑収入 3（＋0） 建物及物件貸付料、不用物品売払代等の収入見込額 

前年度剰余金受入 788（＋142） 前年度の決算上の剰余金見込額 

合計 2,369（＋188）  

 

（歳出） 

内内容容  額額  説説明明（（増増減減要要因因））  

独立行政法人工業所

有権情報・研修館運営

費交付金に必要な経

費 

116（＋10） （独）工業所有権情報･研修館の行う業務の財源の一部に充て

るための交付金 

 

事務取扱いに必要な

経費 

507（＋5） 特許行政の運営に必要な人件費、事務費等 

工業所有権の審査審

判等の処理促進に必

要な経費 

519（＋20） 特許等工業所有権に関する審査審判等の処理促進に必要な経

費 

特許事務の機械化に

必要な経費 

368（＋27） 

 

特許事務システムの開発及び運用に必要な経費 

施設整備費 10（＋6） 特許庁庁舎の施設整備に伴う工事等を行うために必要な経費 

予備費 1（▲1） 予見し難い予算の不足に充てるための予備費 

合計 1,521（＋67）  
 

 

②②  剰剰余余金金  
  
令令和和５５年年度度決決算算  

（単位：億円、単位未満切捨）  

収収納納済済歳歳入入額額  支支出出済済歳歳出出額額  剰剰余余金金  
翌翌年年度度  

歳歳入入繰繰入入  
積積立立金金積積立立  
資資金金組組入入  

一一般般会会計計へへ  
繰繰入入  

2,363 1,385 978 978 ― ―  

令和５年度決算における剰余金は、978 億円です。 

（剰余金の生じた理由） 

特許特別会計は、産業財産権制度（特許、実用新案、意匠、商標）の利用者（＝受益者）によ

る負担を明確にし、歳入と歳出が均衡して運営されること（＝収支相償）を確保するために創設

された特別会計であり、具体的には、出願人から料金（出願料、審査請求料、特許料等）を徴収

し、産業財産権の審査審判に要する人件費、情報システム経費、外注経費等に支出することとし

ています。剰余金は、審査・審判に順番待ち期間等があり、出願人から納付された手数料が支出

（審査）されずに残っていることや、特許審査の効率化・迅速化等のための情報システムに係る

設備投資の費用などに充当すべく確保しているものです。 

 

（剰余金の処理の方法） 

特許特別会計の剰余金については上記の性格を有することから、年度末に審査待ちとなってい

る案件を翌年度以降に審査処理するために必要な費用や情報システムに係る設備投資の費用な

どの財源として、特別会計法第 8 条第 1 項により特許特別会計の翌年度歳入に繰り入れること

としています。  
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③③  資資産産及及びび負負債債（（令令和和４４年年度度特特別別会会計計財財務務書書類類））  

特特許許特特別別会会計計貸貸借借対対照照表表    （単位：億円、単位未満切捨）  

  
特許特別会計の資産のうち、有形固定資産 913 億円は、特許庁庁舎の土地・建物等であり、

無形固定資産 392 億円は、事業に使用するソフトウェア等です。 

資産・負債差額は、これらの資産に加え、現金・預金について、審査の効率化・迅速化等のた

めの情報システムに係る設備投資の費用などに充当すべく確保しているものです。 

 

（（44））事事務務及及びび事事業業のの効効率率化化・・財財務務にに関関すするる情情報報のの透透明明化化のの取取組組みみ等等  
 

特許特別会計は、出願内容の高度化・複雑化、先行技術文献調査の対象となる蓄積文献数の増

加等、審査処理の負担が増加している中で、効果的・効率的に事務を実施するため、先行技術調

査のアウトソーシングや、新たな情報システムの構築等に取り組んでいます。 

また、特許登録件数の増減等に伴う事務負担の変化にあわせ、料金を調整することにより、剰

余金の取扱を含め、適切に特許特別会計の運営を図っています。 

なお、特許特別会計の財務に関する情報については、特許庁のホームページに特別会計財務書

類を公表しています。 

 

 

 

特許特別会計についての問い合わせ先 

特許庁総務部総務課 電話番号 03-3581-1101 

 

1122．．自自動動車車安安全全特特別別会会計計  
 

（（１１））概概要要  
 

自動車安全特別会計は、行政改革推進法の方針に従い、特別会計法に基づき、平成 20 年度

に自動車検査登録特別会計（昭和 39 年設置）及び自動車損害賠償保障事業特別会計（昭和 30

年設置）の 2 特別会計を統合し、設置された特別会計です。また、社会資本整備事業特別会計

の廃止に伴い、平成 26 年 4 月 1 日から借入金償還完了年度の末日までの間の経過措置とし

て、空港整備事業等に関する経理を自動車安全特別会計において行うこととされました。さら

に、令和 5 年 4 月 1 日に施行された「自動車損害賠償保障法及び特別会計に関する法律の一部

を改正する法律」（令 4 法 65）により、令和 5 年度より自動車事故対策勘定と保障勘定は統合

されました。 

本特別会計は、自動車ユーザーからの賦課金、積立金として管理している自賠責保険の再保

険契約に係る再保険料の運用益、自動車ユーザーからの検査・登録手数料等を財源として、自

動車事故による重度後遺障害者等の被害者保護増進対策、自動車事故発生防止対策、ひき逃

げ・無保険車事故の被害者救済対策、再保険金の支払い、自動車の検査・登録業務、基準適合

性の審査等を実施しています。また、航空運送事業者等からの空港使用料収入や一般会計から

の繰入金等を財源として、空港等の維持運営や空港整備事業等を実施しています。 

 

自自動動車車安安全全特特別別会会計計のの仕仕組組みみ  
  

この特別会計は、自動車事故対策勘定、自動車検査登録勘定及び空港整備勘定の各勘定に区分

され、それぞれ、自動車事故対策事業等、自動車検査登録業務及び空港整備事業等に係る歳入歳

出を経理しています。 
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